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中野区 都市基盤部 地域まちづくり分野 大和町まちづくり担当 
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平成２7 年１１月 ／ 発行：大和町まちづくりの会  

大和町まちづくり News 
事務局：中野区都市基盤部地域まちづくり分野大和町まちづくり担当 

まちづくりの会 

 開催のお知らせ

◆都市計画道路の拡幅予定地 

第 1６回 大和町まちづくりの会（見学会）の開催概要 

第 16 回「大和町まちづくりの会」を開催しました 
 
 ●日時：平成2７年10月22日（木）午後1時半～４時半 

●場所：ソシエ東池袋 会議室（意見交換） 

東池袋４・５丁目地区（見学） 

●議題：①「東池袋地区補助 81 号線沿道まちづくり協議会」などからの、東池袋４・５丁

目地区におけるまちづくりの紹介 

②意見交換 

 

 

第 17 回「大和町まちづくりの会」のご案内 
 

当会では、大和町のまちづくりについて、テーマ別に検討を行っています。第 16 回まちづ
くりの会では、参考事例として豊島区東池袋４・５丁目地区の見学会を行いました。 

次回の第１７回まちづくりの会では、見学会をふりかえりながら、テーマ別に検討した意見
の取りまとめを進めます。 

まちづくりの検討が進んでいます！ 

≪見学会の感想≫ 

・拡幅された道路の様子など、まちが改善されていくイメージが持てた。 

・まちづくりは成果が出るのに時間がかかるということがよく分かった。 

・住民のパワーを感じた。ここまでできるのかというのが驚きだった。いい見学をさせてもらった。 

どなたでも傍聴する

ことができます！ 

第１７回 大和町まちづくりの会の開催概要 

●日時：平成2７年１２月７日（月）午後７時～８時半 
●場所：大和区民活動センター洋室２・３号室 
●議題：見学会のふりかえり 
    テーマ別検討の取りまとめ 

◆６ｍに拡幅した道路 ◆辻広場 
（ポケットパーク） 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

～ 中 野 区 か ら の お 知 ら せ ～ 

大和町不燃化特区相談ステーション 
  相談ステーションにいらっしゃいませんか？ 

１．不燃化特区とは何ですか？ 

２．現在の土地で建替えができますか？ 

３．二世帯住宅に建替えたい。 

４．耐火、準耐火の建物について知りたい。 

５．未接道の宅地で建替えたい。 

６．建築制限（二項後退等）について知りたい。 

７．建物の共同化について知りたい。 

８．土地または建物の権利が複雑である。 

９．住宅を解体し土地を処分したい。 

不
動
産
（
土
地
・
建
物
） 10．建替えをしたいが、相続 

  が終わってない。 

11．親名義の建物の建替えを 

  親族の名義で建替えたい。 

相 

続 

12．借地で建替えをしたい。 

13．借地にある建物を取り壊したい。 

14．借地を解消したい。 

15．借地を買い取りたい。 

16．借地権の更新について。 

借 

地 

17．不燃化特区の助成制度の対象になる 

  建物について知りたい。 

18．法人名義の建物に助成は可能ですか？ 

19．共同住宅の建替えの助成は可能ですか？ 

 

助
成
制
度 

１２月・１月の開設日  開設時間：午後１時半～午後５時半 

どんなことでも、まずはご相談ください！！ 

など、土地・建物に関するいろいろな質問にアドバイスをいたします。 

問い合わせ先 

●大和町不燃化特区相談ステーション 

（開催日当日 午後１時半～午後５時半） 

TEL：070-6407-2608 

●中野区 大和町まちづくり担当 

（開催日以外 午前 9 時～午後 5 時） 

TEL：03-3228-8727 

カレンダーに  が付いている日です 
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